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○ 議案第59号 教育委員会委員の任命について

※ 教育委員会委員の小笠原晃氏の任期が、令和８年６月３０日をもって満了することに

伴い、同氏を再任するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の

規定により、議会の同意を求めるものであります。

小笠原 晃 大仙市土川字殿屋敷５番地

（再任） 昭和３３年１０月２０日生（満６７歳）

任期：令和８年７月１日から令和１２年６月３０日まで（４年）

〇 議案第60号～議案第62号 固定資産評価審査委員会委員の選任について

※ 固定資産評価審査委員会委員の小松俊也氏、佐藤哲男氏並びに佐藤忠司氏の任期が、

令和８年６月３０日をもって満了することから、小松俊也氏並びに佐藤忠司氏については

再任し、佐藤哲男氏の後任として小田 一春氏を選任するため、地方税法第４２３条第３項

の規定により、議会の同意を求めるものであります。

【議案第60号】

小 松 俊 也 大仙市飯田字堰東１５２番地９

（再任） 昭和３２年３月３０日生（満６９歳）

【議案第61号】

佐 藤 忠 司 大仙市富士見町６番１２号

（再任） 昭和２８年１月２６日生（満７３歳）

【議案第62号】

小田 一 春 大仙市神宮寺字大面８８番地２

（新任） 昭和３６年２月２４日生（満６５歳）

任期：令和８年７月１日から令和１１年６月３０日まで（３年）
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〇 議案第63号～議案第86号 農業委員会委員の任命について

※ 農業委員会委員（定数２４名）の任期が、来る令和８年７月３０日をもって満了する

ことに伴い、推薦及び応募があった２４名の候補者を任命するため、農業委員会等に

関する法律第８条第１項の規定により、議会の同意を求めるものであります。

【議案第63号】

渡 部 淳 子 大仙市川目字町東６２番地

（新任） 昭和３５年８月３日生（満６５歳）

【議案第64号】

三 浦 喜久夫 大仙市花館字上中野７７番地３

（新任） 昭和２７年７月１日生（満７３歳）

【議案第65号】

伊 藤 悟 大仙市内小友字上高花９１番地

（再任） 昭和２７年１１月５日生（満７３歳）

【議案第66号】

髙 川 吉 昭 大仙市大曲西根字小館１６０番地

（再任） 昭和２９年９月４日生（満７１歳）

【議案第67号】

髙 橋 勝 範 大仙市下深井字樋渡道の上１５１番地

（再任） 昭和３７年４月２２日生（満６４歳）

【議案第68号】

佐 藤 敏 光 大仙市高関上郷字中貫５６番地

（再任） 昭和３０年５月１日生（満７１歳）

【議案第69号】

竹 原 まゆみ 大仙市神宮寺字八石１０１番地

（再任） 昭和３５年１２月２６日生（満６５歳）

【議案第70号】

桜 田 友 子 大仙市神宮寺字蓮沼２１番地

（再任） 昭和３５年６月８日生（満６５歳）

【議案第71号】

鈴 木 靖 浩 大仙市北楢岡字北楢岡１９８番地１

（再任） 昭和４９年５月１８日生（満５２歳）

【議案第72号】

齋 藤 正 宏 大仙市大沢郷宿字金剛寺６２番地

（再任） 昭和３３年５月１１日生（満６８歳）

【議案第73号】

佐 藤 学 大仙市強首字強首５５０番地１４

（再任） 昭和５６年１月３１日生（満４５歳）
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【議案第74号】

小笠原 喜 悦 大仙市土川字大楽７１番地１

（再任） 昭和３２年５月１０日生（満６９歳）

【議案第75号】

玉 井 慎太郎 大仙市北長野字蓬田７８番地

（再任） 昭和５３年７月２０日生（満４７歳）

【議案第76号】

細 谷 精 悦 大仙市清水字野口田中６１番地

（再任） 昭和３２年２月６日生（満６９歳）

【議案第77号】

田 村 誠 市 大仙市豊川字堂ノ前６３番地２

（再任） 昭和３２年３月１３日生（満６９歳）

【議案第78号】

信 田 浩 則 大仙市豊岡字谷地１１番地

（再任） 昭和３６年３月２６日生（満６５歳）

【議案第79号】

茂 木 靖 雄 大仙市協和稲沢字垣ノ根２１番地１

（再任） 昭和２７年５月１９日生（満７４歳）

【議案第80号】

鈴 木 正 雄 大仙市協和下淀川字中里５２番地１

（再任） 昭和２９年４月２３日生（満７２歳）

【議案第81号】

伊 藤 又エ門 大仙市南外字下木直２１６番地

（再任） 昭和２７年１２月２０日生（満７３歳）

【議案第82号】

佐 藤 祐 輝 大仙市南外字下袋２２５番地

（新任） 平成元年２月１８日生（満３７歳）

【議案第83号】

大 野 純 雄 大仙市高梨字八嶋２６０番地

（新任） 昭和３０年１０月２６日生（満７０歳）

【議案第84号】

小 松 伸 一 大仙市横堀字佐野１１番地

（再任） 昭和３５年３月２７日生（満６６歳）

【議案第85号】

泉 芳 博 大仙市太田町斉内字南台１７８番地

（再任） 昭和２４年１月２２日生（満７７歳）

【議案第86号】

長 澤 信 徳 大仙市太田町駒場字羽黒堂８２番地

（再任） 昭和２７年１月１５日生（満７４歳）

任期：令和８年７月３１日から令和１１年７月３０日まで（３年）
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〇 議案第87号 大仙市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

※ 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和6年法律第47号）の一部が令和８年

４月１日から施行され、令和８年度から各医療保険において「子ども・子育て支援金」を

徴収することとされたことに伴い、本市の国民健康保険税においても同様の措置を講ずる

ため、所要の改正を行うものであります。

１ 国民健康保険税の区分について、現行の３区分（医療分、後期高齢者支援金分及び介護

納付金分）に加えて、新たに「子ども・子育て支援金分」を設けます。（第2条関係）

２ 子ども・子育て支援金分に係る課税については、現行の３方式課税（所得割額、均等割

額及び世帯別平等割額を合算した額を課税（合算後の課税限度額３万円））によることと

し、次のとおり税率等を設定します。なお、18歳未満の者に対しては均等割額を賦課

しないこととし、当該賦課しなかった均等割額の合計額について、18歳以上均等割額

として18歳以上の被保険者に按分して賦課することとします。（第2条、第9条の3から

第9条の6までの規定関係）

① 所得割額 ０．３３％

② 均等割額 ７７０円

③ 18歳以上均等割額 ３０円

④ 世帯別平等割額

ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，１００円

イ 特定世帯 ５５０円

ウ 特定継続世帯 ８２５円

３ 納税義務者の所得に応じた国民健康保険税の減額措置について、子ども・子育て支援金

分についても他の区分と同様の減額を行うこととし、所要の規定の整備を行います。

（第23条関係）

４ 所要の条文整理（第5条、附則第6項、附則第7項、附則第9項から第16項までの規定関係）

５ 施行期日 公布の日（令和８年４月１日適用）

６ 適用区分 改正後の規定は令和８年度分以後の国民健康保険税について適用

（令和７年度分までの国民健康保険税については、従前の例による。）
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○ 議案第88号～議案第91号 財産の取得について

※ 次のとおり財産を取得することについて、大仙市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであります。

【議案第88号】

１ 取得する財産 トイレトラック １台

２ 取 得 の 方 法 公募型指名競争入札

３ 取 得 金 額 ２８，２７０，０００円

４ 取得の相手方 株式会社ＬＯＮＧ ＶＡＣＡＴＩＯＮ ＴＲＡＩＬＥＲ ＨＯＵＳＥ

（福岡県福岡市博多区豊二丁目2番45号）

５ 納 入 期 限 令和９年２月２６日

【議案第89号】

１ 取得する財産 除雪ドーザ（１４ｔ級） １台

２ 取 得 の 方 法 公募型指名競争入札

３ 取 得 金 額 ２５，８５０，０００円

４ 取得の相手方 株式会社大曲産業機械

（大仙市大曲西根字瀬下28番地）

５ 納 入 期 限 令和９年３月３１日

【議案第90号】

１ 取得する財産 除雪グレーダ（４．０ｍ級） １台

２ 取 得 の 方 法 公募型指名競争入札

３ 取 得 金 額 ３５，８６０，０００円

４ 取得の相手方 日本キャタピラー合同会社 横手営業所

（横手市横手町字大関越147番地）

５ 納 入 期 限 令和９年３月３１日

【議案第91号】

１ 取得する財産 給食配送車 ２台

２ 取 得 の 方 法 公募型指名競争入札

３ 取 得 金 額 ２０，４５８，７４０円

４ 取得の相手方 秋田いすゞ自動車株式会社 横手営業所

（横手市大屋新町字牛首戸108番地2）

５ 納 入 期 限 令和９年２月２６日



○　議案第９２号　令和８年度大仙市一般会計補正予算（第２号）

千円

千円

【歳　出】

国　県
支出金

市　債 その他 一般財源

市
民
部

1.
国民健康保険事業特別会計
繰出金

3,779 2,834 945

建
設
部

2.
道路橋りょう災害復旧事業
費（補助分）

50,249 50,249

54,028 2,834 51,194

○　議案第９３号　令和８年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

　※子ども・子育て支援金制度の開始に伴う同納付金に係る補正

千円

千円

（単位：千円）

子ども・子育て支援金制度の
開始に伴う低所得者の負担軽
減に係る繰出金の補正

国の災害査定を受けるため、
地すべり被害を受けた１級市
道松倉土川線の地質調査等に
係る経費の補正

所
属

補正事項 補正額

補正額の財源内訳

説明

合　　　　計

補 正 額 43,195

補正後の予算総額 7,973,107

補　　 正　　 額 54,028

補正後の予算総額 47,654,893

－ 6 －



- 7 -

〇 議案第94号 大仙市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例の制定

について

※ 常勤特別職の給料につきましては、合併後、本市財政状況を勘案した減額措置を講じ、

平成22年度においては、この減額措置を本俸に反映させ、現行給与となっております。

この間、社会経済情勢や本市を取り巻く環境も大きく変化しており、特に近年の物価の

上昇や人件費の動向、また、他自治体における給与水準の見直しの状況などを踏まえて

検証した結果、本案は、次のとおり給料の額を見直すものであります。

１ 常勤特別職の給料月額の改定（第1条の規定による大仙市長及び副市長の給与及び旅費に

関する条例の一部改正、第2条の規定による大仙市教育長の給与、勤務時間その他の勤務

条件に関する条例の一部改正、第3条の規定による大仙市上下水道事業管理者の給与及び

旅費に関する条例の一部改正関係）

① 市 長 ９７４，０００円（改定前845,000円）

② 副市長 ７６５，０００円（改定前682,000円）

③ 教育長 ６５４，０００円（改定前635,000円）

④ 上下水道事業管理者 ６２８，０００円（改定前610,000円）

２ 施行期日 令和８年７月１日

〇 議案第95号 大仙市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

※ 地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令（平成27年総務省令第73号）が

改正され、地方交付税の減収補填制度の期限が延長されたこと等に伴い、所要の改正を

行うものであります。

１ 地方活力向上地域特定業務施設整備計画（本社機能を東京23区から地方に移転等）の

認定を受けた事業者が取得した一定の設備等に係る固定資産税の軽減措置について、当該

設備等の取得期限を令和10年3月31日まで（改正前は令和8年3月31日まで）に延長します。

（第3条関係）

２ 減収補填制度の対象となる減価償却資産の範囲の見直しが行われたことに伴う所要の

規定の整備（第3条関係）

３ 施行期日 公布の日（令和８年４月１日適用）
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〇 議案第96号 大仙市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について

※ 公共下水道事業計画の変更認可に伴い、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道

事業の経営の規模を見直すものであります。

１ 公共下水道事業

① 計画処理区域面積 889.6ha（改正前 939.7ha）

② 計画処理人口 23,160人（改正前24,608人）

③ 計画１日最大処理水量 10,192㎥（改正前10,894㎥）

２ 特定環境保全公共下水道事業

① 計画処理区域面積 843.6ha（改正前 841.8ha）

② 計画処理人口 10,150人（改正前11,224人）

③ 計画１日最大処理水量 4,537㎥（改正前 4,957㎥）

３ 施行期日 公布の日

〇 議案第97号 大仙市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の制定について

※ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の

運営に関する基準（平成26年内閣府令第39号。以下「基準府令」という。）の改正に伴い、

所要の改正を行うものであります。

なお、市独自基準の明瞭化による事業者の利便性向上を図るため、基準府令と同じ内容

の基準は、当該基準府令の内容を本市における基準とする旨を総則的に規定することとし、

全部改正の手法により改正を行うものであります。

１ 趣旨（第1条関係）

２ 用語（第2条関係）

３ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は、基準府令（基準府

令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。）に定めるものをもって、その基準としま

す。（第3条関係）

４ 委任（第4条関係）

５ 施行期日 公布の日
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〇 議案第98号 大仙市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定に

ついて

※ 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成26年厚生労働省令第61号。以下

「基準省令」という。）の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。

なお、市独自基準の明瞭化による事業者の利便性向上を図るため、基準省令と同じ内容

の基準は、当該基準省令の内容を本市における基準とする旨を総則的に規定することとし、

全部改正の手法により改正を行うものであります。

１ 趣旨（第1条関係）

２ 用語（第2条関係）

３ 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、基準省令（基準省令の改正に係る経

過措置に関する規定を含む。）に定めるものをもって、その基準とします。（第3条関係）

４ 委任（第4条関係）

５ 施行期日 公布の日

６ 所要の条文整理（附則第2項の規定による大仙市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例（令和7年大仙市条例第34号）の一部改正関係）



○　議案第９９号　令和８年度大仙市一般会計補正予算（第３号）

千円

千円

【歳　出】

国　県
支出金

市　債 その他 一般財源

1.
特別職人件費（一般管理
費）

4,327 4,327

2. 特別職人件費（事務局費） 263 263

3. 総務一般管理費 594 594

4. 災害救助扶助費 5,000 3,750 1,250

5. 防災対策費 8,193 6,144 2,049

6.
シティプロモーション戦略
事業費

3,295 2,000 1,295

7. 町内集落会館整備事業費 2,000 2,000

8. コミュニティ助成事業費 2,300 2,300

9. 生活保護事務費 16,717 16,717

10. 生活扶助費等 106,240 79,680 26,560

11. 法人立保育所補助金 7,076 7,076

12.
妊婦のための支援給付事業
費

△ 4,720 △ 4,720

（単位：千円）

大仙市特別職報酬等審議会の
答申を受けた常勤特別職の給
与改定に伴う補正

大仙市特別職報酬等審議会の
答申を受けた常勤特別職の給
与改定に伴う補正

生活扶助基準の改定に関する
最高裁判決を受けた追加給付
に伴う業務委託等に係る補正

生活扶助基準の改定に関する
最高裁判決を受けた追加給付
金の補正

法改正に伴うカスタマーハラ
スメント対策の義務化に伴う
基本方針等の策定等に係る経
費の補正

災害弔慰金の支給（R8.1.31
の大雪に係る死亡災害2名
分）に係る補正

避難所における良好な生活環
境を確保するための簡易ベッ
ドの購入（331台）に係る補
正

町内集落会館エアコン設置補
助金に対する申請件数が、当
初の見込みを上回ることに伴
う補正

花館地区上町町内会（大曲）
が実施する事業の採択に伴う
補正

所
属

補正事項 補正額

補正額の財源内訳

説明

総
務
部

健
康
福
祉
部

こ
ど
も
未
来
部

10月に開始する主食費の無料
化に係る保育施設等に対する
補助金の補正

補　　 正　　 額 604,598

補正後の予算総額 48,259,491

企
画
部

寄附金を活用したシティプロ
モーション活動の強化に係る
経費の補正

県の「あきた出産・子育て応
援給付金事業」（上乗せ補
助）の終了に伴う減額補正

（コミュニティ助成事業助成金）

（企画費寄附金）
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【歳　出】

国　県
支出金

市　債 その他 一般財源

13. 農業構造転換支援事業費 224,965 210,947 14,000 18

14.
農業経営等復旧・再開支援
事業費

4,176 4,176

15. 観光推進事業費 4,063 4,063

16. 嶽の湯温泉改修事業費 41,137 41,137

17. 嶽の湯温泉管理費 32,032 32,032

18.
「道の駅かみおか」再整備
事業費

49,536 21,768 19,500 8,268

19. 屋外体育施設管理費 2,380 2,380

20.
学校給食事業特別会計繰出
金

15,045 15,045

21. 大曲市民会館管理費 79,979 79,979

21. 新規就農者研修施設運営費 5,900 △ 5,900

22. 屋内遊び場施設整備事業費 △ 59,158 85,300 △ 26,142

604,598 279,304 124,700 4,300 196,294

継
続
費

（

設
定
） 嶽の湯温泉改修事業費

事　　業　　名 総　額 年　度

118,593

令和８年度

令和９年度

教
育
委
員
会
事
務
局

財
源
振
替

施設改修事業に伴う休業補償
に係る指定管理料の補正

77,456

（単位：千円）

年割額

41,137

社会資本整備総合交付金の内
示に伴う財源調整

再整備事業の実施設計に係る
補正

旧大曲ファミリースキー場の
浄化槽休止に伴う清掃・水張
等の管理経費の補正

特別会計繰出金の補正

落雷の影響により故障した中
央監視装置の更新工事に係る
補正

過疎対策事業債（ソフト事
業）の上限額変更に伴う財源
調整

国の令和7年度補正予算にお
いて採択されたカントリーエ
レベーターの改修事業に係る
補助金の補正

合　　　　計

農
林
部

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部

秋田県の雪害対策緊急支援事
業に採択された樹園地や施設
等の復旧に係る補助金の補正

地域おこし協力隊の任用に係
る経費の補正

老朽化する浴室棟の改修工事
等に係る補正

（単位：千円）

所
属

補正事項 補正額

補正額の財源内訳

説明
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○　議案第１００号　令和８年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第１号）

　※劣化が著しい食器カゴの更新に係る経費の補正

千円

千円

○　議案第１０１号　令和８年度市立大曲病院事業会計補正予算（第１号）

　※機械棟に設置している自動給水装置の更新工事等に係る補正

（資本的支出）

千円

千円

○　議案第１０２号　令和８年度下水道事業特別会計補正予算（第１号）

　※資材等の高騰に対する国庫補助金の追加内示に伴う農業集落排水施設機能強化事業に係る補正

（資本的支出）

千円

千円

補 正 額 10,000

補 正 額

期　間

令和９年度 
大仙市神岡生産物直売・食材供給施設（道の駅かみおか）及び大
仙市神岡交流促進センター（かみおか温泉嶽の湯）指定管理料
（令和９年度休業補償分）

事　　業　　名
債
務
負
担
行
為

（

追
加
）

補正後の予算総額 2,542,695

（単位：千円）

金　　額

10,678

補 正 額 1,952

補正後の予算総額 108,744

15,045

補正後の予算総額 1,204,040
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